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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年5月21日(2015.5.21)

【公表番号】特表2014-520251(P2014-520251A)
【公表日】平成26年8月21日(2014.8.21)
【年通号数】公開・登録公報2014-044
【出願番号】特願2014-509318(P2014-509318)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/49     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  15/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/49     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ   33/49     　　　Ｋ
   Ｇ０１Ｎ   15/14     　　　Ｃ
   Ｇ０１Ｎ   15/14     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月3日(2015.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光染料で染色した血液試料の白血球（ＷＢＣ）識別分析を行うための血液分析器であ
って、
前記血液試料内の粒子を励起するように配置された励起源と；
（１）前記励起血液試料からの軸方向光損失を測定するように配置された軸方向光損失検
出器、（２）前記励起血液試料からの中間角散乱を測定するように配置された中間角散乱
検出器、（３）前記励起血液試料からの９０°偏光側方散乱を測定するように配置された
偏光側方散乱検出器、（４）前記励起血液試料からの９０°偏光解消側方散乱を測定する
ように配置された偏光解消側方散乱検出器、および（５）前記励起血液試料からの蛍光発
光を測定するように配置された蛍光検出器、を含む複数の検出器と；
（ａ）前記複数の検出器から（１）軸方向光損失、（２）中間角散乱、（３）９０°偏光
側方散乱、（４）９０°偏光解消側方散乱、および（５）蛍光、の測定値を受け取り、な
らびに
（ｂ）蛍光閾値を超える蛍光を発光する粒子に対し、前記５つ全ての測定値に基づき前記
血液試料のＷＢＣ識別分析を行うように構成されたプロセッサ；
　とを含む血液分析器。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記蛍光閾値に満たない粒子を検討対象から外すために前記受け取
った測定値を予備選別するようにさらに構成される、請求項１に記載の血液分析器。
【請求項３】
　前記軸方向光損失検出器が、０°散乱での軸方向光損失を測定する、請求項１に記載の
血液分析器。
【請求項４】
　前記中間角散乱検出器が、約３°～約１５°で光角度散乱を測定する、請求項１に記載
の血液分析器。
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【請求項５】
　前記複数の検出器が、１つまたは複数の光電子増倍管を含む、請求項１に記載の血液分
析器。
【請求項６】
　前記励起源が、レーザーである、請求項１に記載の血液分析器。
【請求項７】
　前記レーザーが、前記蛍光染料に対応する波長の光を発光するように構成される、請求
項６に記載の血液分析器。
【請求項８】
　前記蛍光染料が、前記励起源に対応するように選択され、前記蛍光染料が、細胞膜透過
性で、核酸に結合する、請求項１に記載の血液分析器。
【請求項９】
　前記血液試料をＷＢＣ試薬で希釈するためのインキュベーションサブシステムをさらに
含む、請求項１に記載の血液分析器。
【請求項１０】
　前記ＷＢＣ試薬が、蛍光染料および溶解薬剤を含む、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１１】
　前記ＷＢＣ試薬が、（ａ）少なくとも１つの界面活性剤、（ｂ）少なくとも１つの緩衝
液または少なくとも１つの塩、（ｃ）少なくとも１つの抗菌剤、および（ｄ）蛍光染料を
含む、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１２】
　前記インキュベーションサブシステムが、前記血液試料を前記ＷＢＣ試薬と共に、約２
５秒未満の時間、インキュベートするように構成される、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１３】
　前記インキュベーションサブシステムが、前記血液試料を前記ＷＢＣ試薬と共に、約１
７秒未満の時間、インキュベートするように構成される、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１４】
　前記インキュベーションサブシステムが、前記血液試料を前記ＷＢＣ試薬と共に、約９
秒未満の時間、インキュベートするように構成される、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１５】
　前記インキュベーションサブシステムが、前記血液試料を前記ＷＢＣ試薬と共に、約３
０℃～約５０℃の温度範囲でインキュベートするように構成される、請求項９に記載の血
液分析器。
【請求項１６】
　前記インキュベーションサブシステムが、前記血液試料を前記ＷＢＣ試薬と共に、約４
０℃の温度でインキュベートするように構成される、請求項９に記載の血液分析器。
【請求項１７】
　白血球（ＷＢＣ）識別分析を行うための血液分析器であって、
血液試料内の粒子を励起する手段；
前記血液試料内の励起粒子からの複数の光散乱シグナルを測定する手段；
前記血液試料内の励起粒子からの蛍光シグナルを測定する手段；
蛍光閾値に満たない粒子を検討対象から外すために前記励起粒子を選別する手段；および
前記選別手段を通過した粒子に対し、前記複数の光散乱シグナルおよび蛍光シグナルに基
づき、ＷＢＣ識別分析を行う手段；
　を含む血液分析器。
【請求項１８】
　前記血液試料を、ＷＢＣ試薬と共に、約２５秒未満のインキュベーション時間、インキ
ュベートする手段、をさらに含む、請求項１７に記載の血液分析器。
【請求項１９】
　前記血液試料を、ＷＢＣ試薬と共に、約３０℃～約５０℃の温度範囲でインキュベート
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する手段、をさらに含む、請求項１７に記載の血液分析器。
【請求項２０】
　自動化血液分析器を使って白血球（ＷＢＣ）分析を行う方法であって、
（ａ）全血試料を、赤血球（ＲＢＣ）溶解薬剤およびＷＢＣ膜を透過し、ＷＢＣ核酸に結
合する蛍光染料を含むＷＢＣ試薬で希釈すること；
（ｂ）ステップ（ａ）の希釈血液試料を、約２５秒未満のインキュベーション時間、約３
０℃～約５０℃の温度範囲で、インキュベートすること；
（ｃ）ステップ（ｂ）でインキュベートした試料を血液分析器中のフローセルに送り届け
ること；
（ｄ）前記インキュベートした試料が前記フローセルを通過する間に、ステップ（ｃ）で
インキュベートした試料を、励起源で励起すること；
（ｅ）前記励起試料からの複数の光散乱シグナルおよび蛍光発光シグナルを収集すること
；ならびに
（ｆ）ステップ（ｅ）で収集した全シグナルに基づいてＷＢＣ識別分析を行い、前記蛍光
発光シグナルに基づき蛍光閾値に満たない前記希釈血液試料内の粒子を検討対象から外す
こと；
　を含む方法。
【請求項２１】
　前記ＷＢＣ試薬が、（ａ）少なくとも１つの界面活性剤、（ｂ）少なくとも１つの緩衝
液または少なくとも１つの塩、（ｃ）少なくとも１つの抗菌剤、および（ｄ）少なくとも
１つの蛍光染料、を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記励起源が、約３５０ｎｍ～約７００ｎｍの波長を有する、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２３】
　蛍光発光が、帯域フィルターまたはロングパスフィルターを使って、約３６０ｎｍから
約７５０ｎｍの波長で収集される、請求項２０に記載の方法。
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